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公布 規則

◇ 鳥取県宿舎管理規則 一部 改正 規則（ ）（管財課）………………………………………

職員 職 設置等 関 規則 一部 改正 規則（ ）（職員課）…………………………

◇鳥取県宿舎管理規則 一部 改正 規則

宿舎 公舎及 職員住宅 区分 廃止 、特定宿舎及 一般宿舎 区分 設 。

（第 条、第 条関係）

宿舎 入居 者 、同居 配偶者等 者 住宅 困窮 等 除

。（第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 規則 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

（ ） 鳥取県公有財産事務取扱規則 所要 規定 整備 行 。

◇職員 職 設置等 関 規則 一部 改正 規則

事務吏員 充 職 広報企画員 加 。（別表関係）

技術吏員 充 職 ー長及 助教授 加 。（別表関係）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県宿舎管理規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県宿舎管理規則 一部 改正 規則

第 条 鳥取県宿舎管理規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。
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改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 規則 、次 各号 掲 用語 意

義 、 当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 宿舎 職員及 主 者 収入 生

計 維持 者 居住 、県 設置

居住用 家屋又 家屋 部分（事務所、駐在所等

一体 居住用 家屋又 家屋 部分

除 。）及 附帯 工作物 他 施

設 、 用 供 土地 含

。

（ ） 公舎 職員 職務 遂行上必要 宿舎 、

特定公舎及 一般公舎 区分 。

（ ） 職員住宅 職員 福利 増進上必要 宿舎

、一般職員住宅及 独身寮 区分 。

（入居資格）

第 条 宿舎 入居 者 、次 各号 掲 宿舎

区分 応 、 当該各号 定 職員 。

（ ） 特定公舎 知事、副知事及 出納長

（ ） 一般公舎 次 掲 者

本来 職務 伴 、通常 勤務時間外

、生命若 財産 保護 非常勤務

又 類似 性質 有 勤務 従事

勤務 公署 近接 場所 居住

者

社会福祉施設 勤務 者 、通常 勤

務時間外 、援護、育成又 更生 要

者 対 保護 他 業務 従事 当該

施設 近接 場所 居住

試験研究施設 勤務 者 、継続的

行 必要 試験研究 直接従事

当該施設 近接 場所 居住

管理又 監督 地位 者 、職責遂

行 勤務 公署 近接 場所 居住

（定義）

第 条 規則 、次 各号 掲 用語 意

義 、 当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 宿舎 職員及 主 者 収入 生

計 維持 者 居住 、県 設置

居住用 家屋又 家屋 部分（事務所、駐在所等

一体 居住用 家屋又 家屋 部分

除 。）及 附帯 工作物 他 施設

（ 用 供 土地 含 。） 、特定

宿舎及 一般宿舎 区分 。

（入居資格）

第 条 宿舎 入居 者 、次 各号 掲 宿舎

区分 応 、 当該各号 定 職員 。
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表 改正後 欄中条、項及 号 表示 下線 引 条、項及 号（以下「追加条項等」 。） 加

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（削除条等 除 。以下「改正部分」 。） 対応 同表
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（ ） 一般職員住宅 前 号 掲 職員以外 者

、次 該当 及 単身 赴

任 第 条第 項第 号 該当

同居 配偶者（婚姻 予約者 含 。以下同

。）又 主 者 収入 生計 維

持 者 者

住宅 困窮 者

（ ） 独身寮 独身 者 住宅 困窮

（一般公舎 入居者 決定）

第 条 転任、配置換、勤務 公署 移転 他

類 事由 一般公舎 入居 希望 者 、

一般公舎入居申込書（様式第 号） 知事 提出

。

及 略

（職員住宅 入居者 決定）

第 条 知事 、新 職員 入居 職員住宅

、 旨 職員 周知 。

職員住宅 入居 希望 者 、職員住宅入居申込

書（様式第 号） 知事 提出 。

知事 、入居 申込 者 入居 職

員住宅 戸数 超 場合 、抽選 入

居者 決定 。 、次 各号

該当 者 、 者 優先的 入居

者 決定 。

（ ） 特定宿舎 次 掲 者

知事、副知事及 出納長

本来 職務 伴 、通常 勤務時間外

、生命若 財産 保護 非常勤務

又 類似 性質 有 勤務 従事

勤務 公署 近接 場所 居住

者

社会福祉施設 勤務 者 、通常 勤

務時間外 援護 育成又 更生 要 者

対 保護 他 業務 従事 当該施

設 近接 場所 居住

試験研究施設 勤務 者 、継続的

行 必要 試験研究 直接従事

当該施設 近接 場所 居住

（ ） 一般宿舎 転任、配置換 、勤務 公署 移

転 他 類 事由 勤務 公

署 著 遠隔 地 居住 余儀 者

知事 、空室 他 宿舎 状況 勘案 適当

認 、前項各号 規定 者以外 者

宿舎 入居 。

（宿舎 入居者 決定）

第 条 宿舎 入居 希望 者（知事、副知事及 出

納長 除 。） 、宿舎入居申込書（様式第 号）

知事 提出 。

及 略
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（ ） 災害 住宅 滅失 、住宅 困窮

者

（ ） 他 世帯 同居 者 、住宅 規

模、設備又 間取 世帯構成 関係 、衛生上

又 風教上不適当 居住状態

（ ） 転任、配置換、勤務 公署 移転 他

類 事由 勤務 公署 著

遠隔 地 居住 余儀 者

前条第 項 規定 、前項 規定 入居者 決

定 場合 準用 。

知事 、第 項 規定 入居者 決定 場合

、補欠 必要 認 数 入居補欠者

定 。

（入居期限）

第 条 第 条第 項（前条第 項 準用 場

合 含 。） 規定 宿舎入居決定書 交付 受

者 、当該決定書 記載 入居指定日

日以内 宿舎 入居 。 、

得 理由 、知事 承認 受 、

当該入居期限後 入居 。

（明渡 等）

第 条 入居者 次 各号 該当 、

入居者（ 者 第 号 規定 該当

場合 、 該当 時

者 同居 者。以下同 。） 、 該当

日 起算 日以内 当該宿舎

明 渡 。 、第 号 第

号 規定 該当 場合 、 得 理由

、知事 承認 受 、知事 指定 期

間、引 続 当該宿舎 使用 。

（ ） 職員 。

（ ）～（ ） 略

～ 略

第 条 削除

（入居期限）

第 条 第 条第 項 規定 宿舎入居決定書 交

付 受 者 、当該決定書 記載 入居指定日

日以内 宿舎 入居 。

、 得 理由 、知事 承認 受

、当該入居期限後 入居 。

（明渡 等）

第 条 入居者 次 各号 該当 、

入居者（ 者 第 号 規定 該当

場合 、 該当 時

者 同居 者。以下同 。） 、 該当

日 起算 日以内 当該宿舎

明 渡 。 、第 号 第

号 規定 該当 場合 、 得 理由

、知事 承認 受 、知事 指定 期

間、引 続 当該宿舎 使用 。

（ ） 職員 （公職選挙法（昭和 年

法律第 号）第 条 規定 公職 者 任

期満了 職員 場合 、当該

任期満了 選挙 当該任期満了 日 翌日後

行 、当該選挙 日 前日 経

過 ）。

（ ）～（ ） 略

～ 略

１

２

３

４ ３

５ ３

８ ６ ３ ４

２

１ ３

１

２ ５

２ ４

７

８ ６ ３

２

１ ３

１

３

２ ５

２ ４

により が し に している

の と している であって の

は りと の から

は な にあるもの

をする の その こ

れらに する によりその をする から

しく の に を なくされた

の は の により を

した に する

は の により を する

において として と める の を

めることができる

において する

を む の により の を

けた は に された から

に に しなければならない ただし や

むを ない があるときは の を けて

に することができる

し

が の のいずれかに するときは

その が の に することとなっ

た には その することとなった においてそ

の と していた じ は その す

ることとなった から して に を

け さなければならない ただし から

までの に する で やむを ない が

あるときは の を けて が する

き き を することができる

でなくなったとき

の により の

を けた は に された

から に に しなければならない ただ

し やむを ない があるときは の を

けて に することができる

し

が の のいずれかに するときは

その が の に することとなっ

た には その することとなった においてそ

の と していた じ は その す

ることとなった から して に を

け さなければならない ただし から

までの に する で やむを ない が

あるときは の を けて が する

き き を することができる

でなくなったとき

に する にある が

により でなくなった であって

による が の の に

われるときにあっては の の が

したとき

10

18

30

10

18

30

25

100

第 条 鳥取県宿舎管理規則 一部 次 改正 。

様式第 号中「一般公舎入居申込書」 「宿舎入居申込書」 、「一般公舎」 「宿舎」 改 。

様式第 号中「（第 条、第 条関係）」 「（第 条関係）」 改 。

様式第 号 次 改 。

様式第 号 削除
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改 正 後 改 正 前

別表（第 条関係）

（ ） 略

（ ） 事務吏員 充 職

事務長・寮長・副出納長・税務専門員・事務次長

・税務主幹・専門員・広報企画員・査察指導員・身

体障害者福祉司・知的障害者福祉司・児童福祉司・

主事・社会福祉主事・精神福祉主事・心理療法士・

心理判定員・児童自立支援専門員・児童指導員・生

活指導員・児童生活支援員・保育士長・保育士・

・守衛長・副守衛長・用務主任・守衛・現

業主事・用務員・寮母・寮父・医療計算士

（ ） 技術吏員 充 職

院長（病院 院長 限 。）・所長（保健所 所

長 限 。）・ ー長・専門研究員・研究技監

・医長・副医長・技幹・総看護師長・看護師長・隊

長・副隊長・分場長・科長・試験地長・特別研究員

別表（第 条関係）

（ ） 略

（ ） 事務吏員 充 職

事務長・寮長・副出納長・税務専門員・事務次長

・税務主幹・専門員・査察指導員・身体障害者福祉

司・知的障害者福祉司・児童福祉司・主事・社会福

祉主事・精神福祉主事・心理療法士・心理判定員・

児童自立支援専門員・児童指導員・生活指導員・児

童生活支援員・保育士長・保育士・ ・守

衛長・副守衛長・用務主任・守衛・現業主事・用務

員・寮母・寮父・医療計算士

（ ） 技術吏員 充 職

院長（病院 院長 限 。）・所長（保健所 所

長 限 。）・専門研究員・研究技監・医長・副医

長・技幹・総看護師長・看護師長・隊長・副隊長・

分場長・科長・試験地長・特別研究員・農業専門技

３

１

２

３

３

１

２

３

をもって てる

プ

ログラマ

をもって てる

の に る の

に る センタ

をもって てる

プログラマ

をもって てる

の に る の

に る

附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

規則 施行 際現 改正前 鳥取県宿舎管理規則（以下「旧規則」 。）第 条第 号 規定

宿舎（以下「旧宿舎」 。） 入居 者 係 改正後 鳥取県宿舎管理規則（以下「新規則」

。）第 条第 号 規定 宿舎（ 者 入居 旧宿舎 同一 建物 限 。以下「同

一宿舎」 。） 入居資格 、新規則第 条 規定 、 者 規則 施行 日 引

続 同一宿舎 入居 間 限 、 者 旧宿舎 入居 係 旧規則第 条 掲 入居資格 。

規則 施行前 旧規則第 条第 項又 第 条第 項 規定 入居 申込 、 規則

施行 際現 当該申込 対 知事 入居者 決定 、新規則第 条第 項 規定

申込 。

（鳥取県公有財産事務取扱規則 一部改正）

鳥取県公有財産事務取扱規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

様式第 号 中「事務所、公舎等」 「事務所等」 改 。

職員 職 設置等 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

職員 職 設置等 関 規則 一部 改正 規則

職員 職 設置等 関 規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。

１ ４ １

２ ２ ２

２ ２

５

５

３ ６ １ ７ ２

６ １

４

３

３

６

この は から する

この の の に の という に する

という に している に る の とい

う に する その が していた と の であるものに る

という の は の にかかわらず その がこの の の から き

き に している に り その の への に る に げる とする

この の にされた は の による の みで この の

の に みに する の の がされていないものは の によ

る みとみなす

の

の を のように する

その を に める

の の に する の を する をここに する

の の に する の を する

の の に する の を のように する

の の の が かれた を える
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39 27

15

15 31

39
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・農業専門技術員・生活改良専門技術員・林業専門

技術員・水産業専門技術員・助教授・地区主任林業

改良指導員・船長・機関長・漁 長・機械技師・

電気技師・無線技師・電話技師・教官・研究員・衛

生技師・医師・歯科医師・薬剤師・理学療法士・作

業療法士・理療師・看護師・准看護師・保健師・栄

養士・歯科衛生士・診療放射線技師・言語聴覚士・

食品衛生監視員・家庭用品衛生監視員・ 畜検査員

・狂犬病予防員・栄養指導員・隊員・商工技師・職

業訓練指導員・農林技師・改良普及員・造園技師・

地方種畜検査委員・家畜防疫員・林業改良指導員・

森林害虫防除員・水産技師・水産業改良普及員・魚

類防疫員・機関士・航海士・通信士・船員・土木技

師・建築技師・車庫長・車庫主任・自動車整備士・

運転士・交換手・技工・工業技手・畜産技手・道路

技術員・ 技士・機械技手・調理師・調理員・

農業技手・林業技手・医療助手・検査助手

術員・生活改良専門技術員・林業専門技術員・水産

業専門技術員・地区主任林業改良指導員・船長・機

関長・漁 長・機械技師・電気技師・無線技師・

電話技師・教官・研究員・衛生技師・医師・歯科医

師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・理療師・看

護師・准看護師・保健師・栄養士・歯科衛生士・診

療放射線技師・言語聴覚士・食品衛生監視員・家庭

用品衛生監視員・ 畜検査員・狂犬病予防員・栄養

指導員・隊員・商工技師・職業訓練指導員・農林技

師・改良普及員・造園技師・地方種畜検査委員・家

畜防疫員・林業改良指導員・森林害虫防除員・水産

技師・水産業改良普及員・魚類防疫員・機関士・航

海士・通信士・船員・土木技師・建築技師・車庫長

・車庫主任・自動車整備士・運転士・交換手・技工

・工業技手・畜産技手・道路技術員・ 技士・

機械技手・調理師・調理員・農業技手・林業技手・

医療助手・検査助手

ろう

と

ボイラ

ろう

と

ボイラ

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。この は から する15 ４ １


